
最高裁秘書第3705号

令和3年12月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様 －

最高裁判所事務総長中村
ノ

司法行政文書開示通知書

令和3年10月31日付け（同年11月1日受付，第030672号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で8枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付：令和3年11月4日

ページ： 1/8
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30日

『主任豪判官番号 法廷 看 I王吾蔓理~｜終局日

|R3･9･*
|R3．9．1

上告人 被上告人 備 終局区分

不受理

不受理

盤
ロ
ー
□

幽
口
一
□擢篤

菅野博之 ｜佐藤

菅野博之 ｜大竹

木澤克之 I中嶌
1 ．
1 _

池上政幸 ｜斗谷

深山卓也捧條
池上政幸愚矛

深山卓也 ｜能登
池上政幸傳原
l

山口厚 ｜船所
山口厚 ｜堀内

面同一直司ITiW

山口厚 ｜前田

木澤克之 中嶌

山口厚 堀内

山口厚 川崎

雌
凧
諏志織

号
喝
碍

３
７
．
７

６
０
７

９
１
１

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
２

《
や
《
詞
．
《
や

I国

||国国 ’
第1小法廷3 不受理R3鰯9口2 □ □

41第1小法廷 諏訪 令3年(受)第446号 不受理R3･9･2
一

■ □

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
・
小

１

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

号
号
号

４
３
７

８
８
７

４
５
６

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
わ
《
や
《
わ

５
－
６
７
’
８
－
．
９
一
加

》
穂
穂
一
》
穂
》

R369．2

R3．9．2

R3．9．2

□
｜
ロ
ー
□
ロ
ー
□
□

□
｜
□
｜
□
一
口
一
口
一
一
□

’ ’
号
号
号

９
４
９

８
３
３

６
８
８

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
洞
〈
や
く
や

２

唖
．
｜
理

■
《
ｕ
〕

■
一
■

■

剛
一
胴

３Ｒ

ロロ ロ ロ。

第1小法廷 元城 亘
言
・
巨
言

７
６
７
４
８
９
第
第
』
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

《
わ
《
わ

11 不受理R3．9．2 |■ □

第1小法廷 直也12 不受理R3．9．2 □ □

131第1小法廷|山口厚 ｜家原尚秀 令3年(受)第975号 不受理R3．9口2 □｜□
第1小法廷 深山卓也 ｜熊谷大輔 令3年(受)第998号14 不受理R3･9･2 ■ ■’

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
１

４
４
４
〃
〃
川

１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

趣
一
越
一
趣
一
岬
薊
一
皿

潅
購
癖
一
厚
一
難
一
厚

鵬
一
順
一
燕
砺
．
砺
耐

唾
一
睡
一
読
一
率
一
趣
誕

韮
岬
》
｜
》
》
｜
》

受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３

令
令
ゞ
令
令
令
令

幅
一
布
一
〃
｜
把
一
ね
一
釦

不受理

不受理

R3･9･2

R3b9･2

R3-9･2

R3･9･2

R3･9･2

R3･9．2

□
一
口
一
口
一
□
｜
ロ
ー
□

□
｜
ロ
ー
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

榔
一
》
｜
》
｜
》

8 1Ⅱ

第1小法廷 山口厚 森川さっき 令3年(受)第1196号21 不受理R3･9．2 |■ |■

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

小
小
小
小
小

２
２
２
２
２

第
第
第
第
第

蹄
露
露
幸
一
霞

鑛
一
辮
一
謙
一
守
一
陸

窪
一
報
弱
・
癬
翫

令3年(受)第444号
■ ー 騨

一
鯉
睡
腔
罹

R3s9･3

R3．9．3

R3.9.3

R3q9･3

R3･9･3

ロ
ー
□
｜
□
｜
ロ
ー
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
’

号
号
号

９
０
６

５
６
８

’
８
？
８
８

第
第
第

ｊ
ｌ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
わ
《
祠
今
や

I

｜
ｳ

I

’
令3年(受)第899号’ ’

I

■ 寺

事件番号 ．

沖縄県



日付：令和3年11月4日
も

ページ： 2/8既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30日

幽
哩
旧
一
口
｜
□
｜
口
一
旦
口
一
□

誌
一
口
一
口
一
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□

備考 ｜上告受理｜終局日 終局区分被上告人法廷 主任裁判官主任鯛査官
第2小法廷|岡村和美 ｜神谷厚毅

上告人
不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

決定(移送）

不受理

R3．9p3

R3･9q3

R3"9．3

－

R3｡9･3

R3･9．3

R3．9｡3

R3･9｡3

R3．9口3

｜
’

不受理 □ ■R3．9．7

不受理R3･9．7 ■ 口

不受理R3･9．7 □ ■

窪
穂
穂

R3．9．7

R3．9．7

R3．9口7

□□不受理R3･9．7

’》
｜
》
》
》
｜
》
｜
》
｜
》

□
□
｜
□
｜
□
□
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

R3．9p7

R3c9･7

1R3･9.7

1R3･9･7

R3･9･7

R3.9･7

R3｡9･7

’’

I
不受理R3．9口7 □ |■

不受理
|□

R309･7 ■

|□|･□’□ _□不受理51第3小法廷 長嶺安政 R3．9．7

一

28

29

30

31

32

33

34

351第3小法廷
1
1

361第3小法廷
I ‐

37

38

39

40

41

42

43

44

451第3小法廷
46

47

481第3小法廷｡

"|第3小法廷
50

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷|菅野博之
第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷|岡村和美
第2小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷|戸倉三郎

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

岡村和美 ｜川崎直也

岡村和美
申

岡村和美

草野耕一

草野耕一

宇賀克也

林道晴

長嶺安政

林道晴

林道晴

長嶺安政一

長嶺安政

宇賀克也

宇賀克也

|林道晴
戸倉三郎

宇賀克也

林道晴

長嶺安政

長嶺安政

能登謙太郎

神谷厚毅

能登謙太郎

本條裕．

宮崎朋紀 ｜令3年(受)第1136号
A

船所寛生 ……

野中伸子

斗谷匡志

斗谷匡志

宮端謙一

船所寛生

前田志織

堀内元城

川崎直也

一藤哲志

熊谷大輔

宮崎朋紀

中嶌諏訪

神谷厚毅

鷹野旭

鷹野旭

鷹野旭

令3年(受)第927号

令3年(受)第992号

令3年(受)第1029号

令3年(受)第1048号

令3年(受)第1123号

令3年(受)第307号

令3年(受)第459号

令3年(受)第476号

令3年(受)第590号

令3年(受)第62j号

令3年(受)第763号

|令3年(受)第883号
！

令3年(受)第923号

令3年(受)第953号

令3年(受)第1016号

令3年(受)第1034号

令3年(受)第1041号

令3年(受)第1073号

令3年(受)第1102号

令3年(受)第1103号

令3年(受)第1104号

鷹野旭 令3年(受)第1105号

国

国

宮城県
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令和3年9月30日
日付5令和3年11月4日

ページ： 3/8
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～

日局
可
可
も
廻
り
過

終
心
喝
喝
喝
喝
過

３
３
３
３
３
３

↑
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
ゞ
Ｒ

蓮露
ｑ

１

８

１

１

ｊ

６
屑一備番号 法廷 主任裁判官主任調査官‘ 事件番号

521第3小法廷林道晴森川さっき|令3年(受)第1116帯
531第3小法廷戸倉三郎熊谷大輔 |令3年(受)第1160f

54第2小法廷草野耕一森川さっき 1令3年(受)第1164學

55第1小法廷岡正晶 中嶌諏訪｜令3年(受)第170号

56第1小法廷安浪亮介佐野文規令3年(受)第285号

57第1小法廷|深山卓也野中伸子令3年(受)第477号

主任調査官‘ 事件番号
森川さっき｜令3年(受)第1116号

戸倉三郎

草野耕一
－－－－

岡正晶

繕薊一幅

錆一塞癖

唱鍔号
６６０７１１１１１

第第第ｊｊＪ
受受受くくｌ年年年

３３３
今詞《わくね

野中伸子令3年(受)第477号

上告人

’

被上告人 終局区分

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

奉
一
□
｜
口
一
一
口
一
口
一
□

塑
□
｜
□
｜
｜
口
一
口
一
口

Ⅱ

q

’

’ ’
不受理 ■| ｜ |■

58第1小法廷 岡正晶 熊谷大輔 号
号

－
４
４

０
６
９
９
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

へ
而
今
や

不受理R3．9p9 □ ■

第1小法廷|深山卓也 山本拓 不受理59 R3．9．9 □ □

画
言
ロ
言

３
７
４
６
１
１

１
１
第
第
〕
ｊ

受
ン
受

く
く
年
年
３
３

〈
わ
く
祠

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
小
小
小
小
小

１

１
１

１
２
２
２
２
〃
２
２

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

深山卓也

深山卓也

深山卓也

山口厚

岡村和美

岡村和美

岡村和美

三浦守．

誇
認
一
緬
噸
鱈

癖
一
猟
爾
趣
蕊

不受理

不受理

不受理一

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

釦
一
例
一
硬
一
“
一
Ｍ
｜
閖
一
師
師
一
配
的

R3"9．9

R3．9d9

R3．9．9

R3･9o9

R3･9･10

R3･9C10

口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
口
｜
□

口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
□
．
｜
□
｜
□
｜
□

碍
々
鍔
号

２
’
４
２

２
２
８

１
１
２

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

く
ゎ
〈
洞
《
ね

佐藤政達
一

斗谷匡志

邑
言
巨
言

６
３

㈹
『
哩

第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

〈
洞
〈
祠 R3．9．10

R3･9･10

R3･9．10

R3．9．10

前田志織 号
号
号

２
６
１

０
４
５

６
７
７

第
第
第

』
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

《
わ
《
や
《
わ

’ ’
1

草野耕一

菅野博之

脚
一
噸

華
一
誌

第2小法廷 三浦守 ｜熊谷=大輔 令3年(受)第955号 不受理70 R3･9･10 |国 □

第2小法廷岡村

第2小法廷草野

第2小法廷草野

第2小法廷岡村

第s小法廷|宇賀
第3小法廷|宇賀

樵
鈩
藤
準
薊
一
軸

幟
匪
瞬
一
臓
而

騨
・
｜
擁
一
旭
溺
調

号
鍔
５
１
６
０
９
１
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

へ
詞
《
祠

》
｜
》
穂
一
》

’ 71
トー
I 72

－

LZi
｜74
ー

75

－

‘ 76

R3･9a10 □
一
口
一
口
一
□
一
口
一
□

口
一
日
｜
□
一
口
一
□
｜
□

R3｡9"10

R3･9･10

R3･9･10

巨
言
宣
言
亘
言

２
０
４

４
８
２

０
０
．
６

１
１
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
２

《
わ
《
わ
《
や

－

久留米市
－

久留米市 |，
睡璽圏罰詞 ■■

不受理
一

不受理

R3．9･14

R3．9．14

I

源
号
１
７
第
第
；
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
３

《
わ
《
わ

前田志織

林道晴 家原尚秀77第3小法廷 不受理R3･9･14 □□

リ1

国 一

!中華人民共和国
2
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日付：令和3年1.1月4日

ページ： 4/8
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30日

備考 ｜上告受理1終局日 終局区分 憲法少数’'番号 法廷一圭任裁判官主任鯛査官’ 藁再審喜一一 被上告人上告人

賀
嶺
嶺
邉
嶺
倉

宇
長
長
渡
長
戸

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、

４
４
，
４
〃
川
４

３
３
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第

８
９
０
１
２
３

７

７

８

８

８
’
８

第3小法廷
一一

第3小法廷

第3小法廷|戸倉

’
1

不受理
一

不受理

趣
師
一
一
巍
砺
一
麺

本條裕

野中伸子

能登謙太郎

能登謙太郎

野中伸子

船所寛杢

野中伸子

中嶌諏訪

佐野文規

堀内元城

前田志織

中嶌諏訪

号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号

４
３
０
．
７
６
０
４
３
５
１
３
１

０
４
０
１
７
９
４
７
３
．
５
５
６

４
５
６
．
６
６
６
７
７
８
８
８
８

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受

電
筑
筑
筑
筑
筑
筑
瑠
璃
鍼
筑
瑠

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

今
祠
今
や
《
祠
〈
祠
〈
祠
《
祠
《
わ
《
や
く
や
．
〈
祠
〈
祠
《
祠

新潟県 R3"9bl4

R3･9･14

R3･9．14

R3･9．14

R3.9.14
-

R3.9..14

R3．9･･14

R3.9&14

R3･9･14

R3．9．14

口
一
口
一
口
一
口
一
口
｜
□
｜
□
口
一
□
一
口
一
口
一
口
一
□
一
口
一
口
｜
ロ
ー
□

□
｜
□
一
口
一
口
一
口
一
口
一
口
｜
口
一
口
｜
口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
□
□
｜
□

不受理
一

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

三郎
第3小法廷|戸倉三郎“
｜
閲
・
駈
一
師
一
卵
一
醐
卯
一
例
。
｜
塊

廷
廷
↓
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
小
小
小
小
小

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

林道晴

戸倉三郎

長嶺.安政

宇賀克也

林道晴．

戸倉三郎

戸倉三郎

林道晴

宇賀克也

長嶺安政

》
認
却
・
》
》
穂
穂
一
》

“
“
｜
“
“
・
“
“
咽

諏
湘
両
湘
湘
邪
邪

Ｒ
Ｒ
－
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

辮
一
辮
緬
一
幅
砥

裕
一
裕
燕
溺
詞

幅
蝪
碍
罎
鴫
鵬
鵬
曜
帳
帳
帳
鵬
艫
帳
禮

８
８
９
９
９
－
１
１
１
１
１
１
１
１
１
３

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
．
受
受
受
．
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く
く
く
く
。
Ｉ
く
く
く
く
く

年
年
《
年
叱
年
年
年
年
年
年
・
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

〈
洞
一
両
《
わ
《
や
今
わ
く
祠
今
や
今
洞
今
や
《
和
一
戸
《
祠
今
や
《
祠
〈
祠

’兜
一
弘 |’’

熊谷大輔 不受理第3小法廷 宇賀克也 R3．9．14 |■ □95

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

政
Ｉ
政

安
晴
晴
晴
安

嶺
道
道
道
嶺

長
林
林
林
長

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

、
§
、
、
．
１

川
″
４
４
川
口

３
３
３
’
３
３

第
第
第
第
第

６
７
８
９
へ
０

９
９
９
９
扣
一

第3小法廷
一

第3小法廷

第3小法廷|長嶺安政

轌
一
鵬
羅
一
噸
禰
薊
罰
薊
一
韓

R3．9．14

R3･9"14

R3q9･14

R3･9．14

R3．9．14

□
□
□
｜
□
□
□
□
□
□

□
□
口
一
口
□
□
□
□
□

１
１

|■

■’口

第3小法廷|長嶺安政長嶺安政 I森川さっき 不受理R3･9．14101

政
郎
安
三
嶺
倉
長
戸
廷
廷
法
法
卜
ト
ノ
Ｊ
３
３
第
第

２
３
０
０
１
１

【

|’ R3･9･14 1不受理
R3･9･14 1不受理

第1小法廷 安浪亮介 不受理R3･9．16104 1

1
I

国

香川県
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日付：令和3年11月4日

ページ： 5/8
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30日

事件番号

令3年(受)第331号

彼上告人上告人

|R3.9.16 1不受理 ｜□｜□’

1

I

不受理
’
R3．9．17 □ □

》
｜
》
穂
一
》
｜
》
．
》
穂
》
穂
一
》
穂

R3･9・17

R3．9．17

R3．9．17

R3．9．17

R3･9･17

R3．9･17

－

R3b9.･17

R3．9．17

R3･9．17

R3．9．17

R3．9．17

R3･9．17R3．9．17

□
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
□
｜
□
口
一
口
一
□

□
□
｜
□
｜
ロ
ー
ロ
ー
□
｜
ロ
ー
□
｜
口
一
口
一
□

I

1不受理 □ □

′ 1061第1小法廷

107

108

109

110

111

112

''31第1小法廷
、

1141第1小法廷
I

115

''61第'小法廷
''71
118

119

1201第2小法廷
I

1．21

122

123.

124

125

126

1”

128

129

130‘

131

第1・小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第'小法廷I岡正晶
第1小法廷

第1小法廷

第1ﾉI

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2ﾉ法廷

第2小法廷

第2小法廷

良廷

山口厚

深山卓也

堺徹

山口厚

深山卓也

深山卓也

山口厚

深山卓也

山口厚一

山口厚

深山卓也

三浦守

岡村和美

草野耕一

三浦守

三浦守．

草野耕一

草野耕一

菅野博之

草野耕一． ｜佐野文規
草

三浦守
ゅ

菅野博之

三浦守

三浦守 ｜宮崎朋紀
’

;耕一

能登謙太郎|令3年(受)第761号
0

ー」

前’

一藤哲志 |令3年(受)第827号
|能登謙太郎
呈

中嶌諏訪 ｜令3年(受)第996号

船所寛生

神谷厚毅｜令3年(受)第1069号
！

熊谷大輔

川崎直也

船所寛生

能登謙太郎：

本條.裕．

家原尚秀

船所寛生

前田志織

前田志織

川崎直也

川崎直也

志村由貴

佐野文規

佐野文規

川崎直也

中嶌諏訪

哲志 ｜令3年(受)第767号
志織 i令3年(受)第774号

Z

令3年(受)第882号

令3年(受)第1000号

令3年(受)第1120号

令3年(受)第1141号

令3年(受)第1229号

令3年(受)第1305号
ユ

令3年(受)第409号

令3年(受)第493号

令3年(受)第638号

令3年(受)第682号

令3年(受)第830号

令3年(受)第874号

令3年(受)第875号

令3年(受)第879号

令3年(受)第916号

令3年(受)第942号

令3年(受)第1007号

令3年(受)第1018号

令3年(受)第1040号

令3年(受)第1067号

|R3．

R3p9虜16

R3．9．16

R3画9口16

R3.F9..16

R3q9･16

Rf

R3．9．16

R3．9．16

R3．9．16

R3．9．16

R3.9.16 1不受理
R3.9.17 - |不受理 ｜□

9．16

ﾖﾛ16

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

□．

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
｜
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

国



日付：令和3年11月4日

ページ： 6/8
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30日

事件番号番号I 法廷主任裁判官｜主任鯛査官 上告人 被上告人 ｜ 備考 ｜上告受理終局日 終局区分 憲法|少数

1321第2小法廷|草野耕一 |本篠裕瞬隼(受)第1084号
1331第2小法廷菅野博之｜神谷厚毅 ｜令3年(受)第1087号

不受理R3･9．17 □｜□

》
穂
穂
穂
穂
穂
一
》
｜
》

R3.9q・17

R3.9.17

R3･9･17

R3．9．17

R3-9-17

R3･9・17

R3D9o17

R3･9P17

□
｜
口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
□
｜
□

口
一
口
一
口
一
□
□
｜
□
口
二
■

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

、
、
．
、
．
、
．
、
、
、

Ⅷ
川
４
．
４
４
刎
川

２
２
２
２
２
２
２

第
第
第
第
第
第
第

幸
露
弱
雷
．
覇
↑
素
弱

守
詐
鮮
麗
一
守
一
守
藤

識
噸
繭
薊
一
諏
露
厩

朧
爾
一
旭
誘
一
鱈
一
掴
一
掴

令3年(受)第1091号134

135

136

137

138

139

140

令3年(受)第1093号

令3年(受)第1100号

巨
言
自
言
宮
言

●
６
０
６

０
３
４

１
１
１

１
１
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

今
而
今
而
今
而

巨
言
亘
言

７
９
５
５
１
１
１
１
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

ヘ
ヤ
ヘ
や141 1第2小法廷 菅野博之 森川さっき 不受理R3･9．17

R3･9･17

□ □

1421第2小法廷|菅野博之野中伸子 令3年(受)第1310号 決定(移送） □｜□

'"|第3小法廷|戸倉三郎
熊谷大輔 ｜令3年(受)第474号 不受理R3．9．21 |■ □

第3小法廷|字賀克也
第3小法廷i林道晴

第3小法廷 一藤哲志 令3年(受)第748号 不受理144 R3．9o21 □｜□

I一藤哲志 ｜令3年(受)第804号 不受理145 誹
舎
留
胴

噛
置 R3．9･21 □ □

LI

、 I

也
也
克
克
賀
賀
宇
宇
廷
廷
法
法
小
小

３
．
３

第
第

６
７
４
４
１
１

号
号
号
号

１
０
１
０

４
０
６
９

８
９

９
９

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

今
や
今
市
へ
詞
今
や

志
規
志
志

哲
文
哲
哲

藤
野
藤
藤

一
佐
一
．
一

佐野文規

一藤･哲志

不受理R3．9．21 □1口

不受理R3．9921 □ □I

宇賀克也
'481第3小法廷

不受理R3.n9．21 □□
■ ■ ロ Ⅱ

1第3小法廷|宇賀克也
L__‐ ‐‐ ・ 1

1詫小法廷|宇賀克也
|第3小法廷|宇賀克也
|第3小法廷|宇賀克也
|第3小法廷|宇賀克也

宇賀克也

宇賀克也

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

149

150

1 151

1152

， 153

R3．9･21

R3．9･21

R3･9b21

R3･9･21

R3･9"21

口
一
□
｜
ロ
ー
ロ
ー
ロ

□
｜
□
｜
□
□
｜
口

燕
一
燕
一
謬
砺

誌
蕊
蕊
溺

号
号
号
号

６
１
９
４

９
１
３
５

０
１
１
１

１
１
１
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

一
わ
く
ア
今
や
今
や

■ ■
－

国
言
亘
言

ｎ
Ｕ
⑥
。
自
言

７
２
３

１
２
６

１
１
６

第
第
第

勤
釣
・
劃

く
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
ア
〈
や
く
わ

第3小法廷|林道晴 謙太郎

さっき

直也

能登

森川

川崎

不受理R3．9．21154 □ ■
■ ■ ■ ■ ■

|R3･9.21
-

IR3･9．22

》
一
》

一

156



日付：令和3年11月4日

ページ： 7/8
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～

主任鯛査官｜ 事件番号一

令和3年9月30日

番号 法廷 主任裁判官 被上告人 備考 上告受理終局日 ｜ 終局区分 憲法|少数上告人

|第2小法廷

|第2小法廷
|第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

三浦守 中嶌諏訪 ｜令3年(受)第118号獅
一
緬
魎
一
価
一
呵
一
唖
一
価
一
剛
一
価
一
価

》
一
》
｜
》
》
｜
》
窪
一
》
・
》
棚
》
》
》

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

－
》
一
》
・
》
一
》
》
》
一
》
》
｜
》
｜
》

２
２
２

口
今
■
■

９
９
９

■
■
↓
車

３
３
３

Ｒ
，
Ｒ
Ｒ

４

□
□
｜
口
一
□
一
口
｜
□
一
口
一
口
一
口
一
□
｜
ロ
ー
□

□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
口
一
口
一
口
一
口
一
□
｜
口
一
口

譜
露
弱
調

誹
評
評
一
守

I能登

!佐野

i中嶌
L－－－

l－藤

認
一
率
爾
一
鑑

ロ
呑
口
言
目
言
酉
言

６
５
５
０

５
８
３
５

１
１
４
４

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

《
詞
《
わ
《
や
《
わ

≠

幸
．
雷
露
一
調
蕊
露
一
筆

守
一
嫌
詐
一
守
藤
一
諜
一
課

零
砺
一
轤
一
駒
一
港

緯
瀬
霜
一
癖
廟

亘
言
巨
言
ロ
言

９
４
４

０
２
９

６
６
６

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

今
や
今
祠
〈
祠

号
号
１
０
０
２
８
８
第
第
Ｊ
１
受
受
く
く
年
年
３
３

〈
、
《
祠

中嶌諏訪令3年(受)第837号 ｜
貝阿彌亮令3年(受)第982号 ｜
前田志織令3年(受)第1090号

L ー 一

船所寛生令3年(受)第1094号 ｜美瑛町美瑛町

167

168

岡村和美廷
廷
法
法
小
小

－
２
２

第
第

169 不受理

４

２
２
■
●
９
９
■
■
３
３
Ｒ
Ｒ

|■ □

1701第2小法廷
17' '第2小法廷
1721第2小差狂第2小法廷

藷
雨
藷

澤
源
一
陸

不受理

不受理

不受理

□
｜
□
・
一
□

□
一
口
一
□

熊谷大輔

船所寛生

宣
言
号

４
２
４
９
１
１
１
１
第
第
７
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

〈
詞
ゞ
〈
わ

R3．9．24

R3･9･24｜
､

第3小法廷 宇賀克也 斗谷匡志 ロ
呑
口
言
巨
宕

１
．
３
４

１
０
５

５
６
６

第
第
第

』
ｊ
ｊ

受
受
受

く
．
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
や
《
や
《
わ

不受理
0

173 R3．9･28

－

R3．9．28

□｜□

第3小法廷|林道晴 一藤哲志
0

不受理174 □ □

第3小法廷

第3小法廷

籍
一
霊
一
龍
一
議
一
壼
一
壼
籟
悪

趣
魏
一
割
一
錘
罰
罰
馳
一
麺

中嶌諏訪

家原尚秀

》
一
棚
一
》
｜
》
｜
》
穂
禰
穂

R3．9．28

一一一
R3占9．28

R3･9･28

R3．9･28

R3･9．28

R3．9･28

R3．|･9．28

R3．9･28

口
万
巨
旧
亘
口
直
旧

口
一
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□

令3年(受)第656号

第S小法廷

第3小法廷

壗
羅
一
霜

轤
緬
一
読

号
号
号

３
２
８

０
７
８

７
８
９

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
。
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
洞
今
や
〈
わ

1

1

1

》
》
一
》
》

第
第
一
第
第

露
一
繕
一
噸

識
爾
一
鼬

号
号
３
２
５
８

壱
０
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日一 令和3年9月30日

篝
宇賀克也園頁尚秀可令3年(受)第雨碍

甫苣『F薦詞苓舜(受)第"得
令3年(受)第1210号

令3年(受)第1275号

山口厚

一毒

令3年(受)第566号

上告人 ， ’ 被上告人 ｜ 備考 ｜上告受理｜ 終局日 ‘。 終局区分 ｜憲法|少鼠
R3．9．28 不受理

一

不受理

DID
e

4

DID
R3p9･28 不受理

川西市
一

霧島市■

難
雌
鮒

一

谷斗

犀

地方独立行政法人東金
九十九里地域医療センタ

不受理R3.9.30

第 1小法廷 堺徹

堺徹堺徹

R3930 不受理 ■ ■

R3930 不受理 ■ ■

■団■R3930 不受理

R3930 不受理 ■ ■

不受理

不受理

不受理

|□｜□
i_□_L口
|□｜□

令3年(受)第639号191 1第

miz
l

-T雨鹿
－－－』－

筐
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1

第

1

1小法廷

山口厚
一
》
｜
燕
》

号
号
号
号

０
５
４
８

４
２
↑
６
０

６
７
８
９
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第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

令
令
令
令 号

小法廷

1小法廷

1小法廷

深山卓也

深山卓也

号

０
３
９
９
８
５

第
第

１
・
』

受
受
く
く
年
年
３
３

伶
Ｉ
冷
‐

規文
裕
野
條
佐
本

不受理

不受理

□
□

□
□

’

誰
》
轆

一
蛎
一
”
卵

－
１
’
１
１

蕊 篝
国
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